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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００重量部あたり、酸化チタン（Ｂ）５～２５重量部、
シルセスキオキサン（Ｃ）０．１～３重量部、有機金属塩化合物（Ｄ）０．００５～２重
量部、繊維形成型の含フッ素ポリマー（Ｅ）０．０１～２重量部からなる樹脂組成物であ
って、有機金属塩化合物（Ｄ）が、芳香族スルホン酸の金属塩またはパーフルオロアルカ
ンスルホン酸の金属塩であることを特徴とする遮光性に優れた難燃性ポリカーボネート樹
脂組成物。
【請求項２】
　シルセスキオキサン（Ｃ）が、下記一般式（１）で表される構造を有していることを特
徴とする請求項１に記載の遮光性に優れた難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。
一般式（１）
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【化１】

（式中Ｒは、炭素数１～１２のアルキル基、アルキル基で置換されてもよいフェニル基、
ビニル基およびシクロアルキル基から選択される１種または２種以上の官能基を示す。）
【請求項３】
シルセスキオキサン（Ｃ）が、下記一般式（２）で表される構造を有していることを特徴
とする請求項１に記載の遮光性に優れた難燃性ポリカーボネート樹脂組成物。
一般式（２）
【化２】

【請求項４】
　繊維形成型の含フッ素ポリマー（Ｅ）が、ポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体で
あることを特徴とする請求項１に記載の遮光性に優れた難燃性ポリカーボネート樹脂組成
物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のポリカーボネート樹脂組成物を成形してなること
を特徴とする光反射板。
【請求項６】
　液晶フレームまたはランプホルダ用である請求項５に記載の光反射板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、成形加工条件に依らず、安定した遮光性を有する難燃性ポリカーボネート樹
脂組成物に関する。詳しくは、ポリカーボネート樹脂に、酸化チタン、シルセスキオキサ
ン、有機金属塩化合物および繊維形成型の含フッ素ポリマーを配合してなる遮光性に優れ
た難燃性ポリカーボネート樹脂組成物、およびそれからなる光反射板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリカーボネート樹脂は、耐衝撃性、耐熱性、難燃性等に優れた熱可塑性樹脂である。
また、酸化チタン、有機金属塩化合物および繊維形成型の含フッ素ポリマーを配合してな
る樹脂組成物は、光反射性に優れた難燃性の樹脂材料であることから、液晶表示装置等の
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光反射板材料としても使用されている。近年、液晶表示装置等は小型化、薄肉化傾向にあ
り、それに伴って光反射板も薄肉化が求められている。
【０００３】
　しかしながら、光反射板の厚みが薄くなると光源からの光が光反射板を透過する量が増
加し、光反射性が十分に得られない。したがって、所望の光反射性を得るために、従来か
ら、多量の酸化チタンがポリカーボネート樹脂に添加され、光が透過しないように遮光性
を高める工夫がなされている。また、添加される酸化チタンに表面処理を施したり、無機
充填材をさらに添加したりすることで遮光性の改良が試みられている（特許文献１～３参
照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１５５９８５号公報
【特許文献２】特開２００６－１７６５６８号公報
【特許文献３】特開２００６－２２５４５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述のような多量の酸化チタンを添加したポリカーボネート樹脂は、遮光性は向上して
も熱安定性が悪化するため、成形加工時に樹脂が焼けやすいなどの問題を有しており、光
反射板材料として多くの改良の余地を残していた。また、無機充填材を添加した場合、成
形品の表面外観や耐衝撃性などが低下するといった問題を有しており、これらの改善も望
まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題を解決するため検討を行った結果、ポリカーボネート樹脂に酸
化チタン、有機金属塩化合物、繊維形成型の含フッ素ポリマーおよびシルセスキオキサン
を配合することにより、成形加工時の条件に依らず、高度に難燃化され、さらには安定し
た遮光性をも有するポリカーボネート樹脂組成物が得られることを見出し、本発明を完成
するに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明は、ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００重量部あたり、酸化チタン（
Ｂ）５～２５重量部、シルセスキオキサン（Ｃ）０．１～３重量部、有機金属塩化合物（
Ｄ）０．００５～２重量部、繊維形成型の含フッ素ポリマー（Ｅ）０．０１～２重量部か
らなることを特徴とする遮光性に優れた難燃性ポリカーボネート樹脂組成物、ならびにそ
れからなる光反射板を提供するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の遮光性に優れた難燃性ポリカーボネート樹脂組成物は、成形加工時の条件に依
らず安定した遮光性を示し、多様な形状およびその加工条件に適用できるため、液晶表示
装置や照明器具、ＬＥＤ表示盤等の光反射板材料として好適に使用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明にて使用されるポリカーボネート樹脂（Ａ）は、種々のジヒドロキシジアリール
化合物とホスゲンとを反応させるホスゲン法、又はジヒドロキシジアリール化合物とジフ
ェニルカーボネートなどの炭酸エステルとを反応させるエステル交換法によって得られる
重合体であり、代表的なものとしては、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパ
ン（ビスフェノールＡ）から製造されたポリカーボネート樹脂が挙げられる。
【００１０】
　上記ジヒドロキシジアリール化合物としては、ビスフェノールＡの他に、ビス（４－ヒ
ドロキシフェニル）メタン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エタン、２，２－
ビス（４－ヒドロキシフェニル）ブタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）オク
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フェニル－３－メチルフェニル）プロパン、１，１－ビス（４－ヒドロキシ－３－第三ブ
チルフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－ヒドロキシ－３－ブロモフェニル）プロパ
ン、２，２－ビス（４－ヒドロキシ－３、５－ジブロモフェニル）プロパン、２，２－ビ
ス（４－ヒドロキシ－３，５－ジクロロフェニル）プロパンのようなビス（ヒドロキシア
リール）アルカン類、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロペンタン、１，１
－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキサンのようなビス（ヒドロキシアリール）
シクロアルカン類、４，４′－ジヒドロキシジフェニルエーテル、４，４′－ジヒドロキ
シ－３，３′－ジメチルジフェニルエーテルのようなジヒドロキシジアリールエーテル類
、４，４′－ジヒドロキシジフェニルスルフィドのようなジヒドロキシジアリールスルフ
ィド類、４，４′－ジヒドロキシジフェニルスルホキシド、４，４′－ジヒドロキシ－３
，３′－ジメチルジフェニルスルホキシドのようなジヒドロキシジアリールスルホキシド
類、４，４′－ジヒドロキシジフェニルスルホン、４，４′－ジヒドロキシ－３，３′－
ジメチルジフェニルスルホンのようなジヒドロキシジアリールスルホン類等が挙げられる
。
【００１１】
　これらは、単独又は２種類以上混合して使用されるが、ハロゲンで置換されていない方
が燃焼時における当該ハロゲンを含むガスの環境への排出防止の面から好ましい。これら
の他に、ピペラジン、ジピペリジルハイドロキノン、レゾルシン、４，４′－ジヒドロキ
シジフェニル等を混合して使用してもよい。
【００１２】
　さらに、上記のジヒドロキシアリール化合物と以下に示すような３価以上のフェノール
化合物を混合使用してもよい。３価以上のフェノールとしてはフロログルシン、４，６－
ジメチル－２，４，６－トリ－（４－ヒドロキシフェニル）－ヘプテン、２，４，６－ジ
メチル－２，４，６－トリ－（４－ヒドロキシフェニル）－ヘプタン、１，３，５－トリ
－（４－ヒドロキシフェニル）－ベンゾール、１，１，１－トリ－（４－ヒドロキシフェ
ニル）－エタン及び２，２－ビス－［４，４－（４，４′－ジヒドロキシジフェニル）－
シクロヘキシル］－プロパンなどが挙げられる。
【００１３】
　ポリカーボネート樹脂（Ａ）の粘度平均分子量は、通常１００００～１０００００、好
ましくは１５０００～３５０００である。かかるポリカーボネート樹脂を製造するに際し
、分子量調節剤、触媒等を必要に応じて使用することができる。
【００１４】
　本発明で使用される酸化チタン（Ｂ）としては、塩素法または硫酸法のどちらで製造さ
れたものでもよく、その結晶形態としては、ルチル型またはアナターゼ型のどちらであっ
てもよい。また、酸化チタンの粒径は、０．１～０．５μｍ程度のものが好適に使用でき
る。
【００１５】
　酸化チタン（Ｂ）の配合量は、ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００重量部あたり５～２
５重量部である。配合量が５重量部未満では遮光性に劣り、２５重量部を超えると熱安定
性や難燃性が悪化するので好ましくない。より好ましくは９～１６重量部である。
【００１６】
　本発明にて使用されるシルセスキオキサン（Ｃ）は、下記一般式（１）で示される化合
物である。
一般式（１）
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【化１】

【００１７】
　式中Ｒは、炭素数１～１２のアルキル基、アルキル基で置換されてもよいフェニル基、
ビニル基およびシクロアルキル基から選択される１種または２種以上の官能基を示す。
【００１８】
　このうち、Ｒがメチル基であるシルセスキオキサンが好適に用いられる。Ｒがメチル基
であるシルセスキオキサンは、例えば、日興リカ社製ＭＳＰ－Ｓ０２０として入手できる
。
【００１９】
　シルセスキオキサン（Ｃ）の配合量は、ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００重量部あた
り０．１～３重量部である。配合量が０．１重量部未満では遮光性や難燃性が低下し、３
重量部を越えると表面外観が低下するので好ましくない。より好ましくは１～２重量部で
ある。
【００２０】
　本発明にて使用される有機金属塩化合物（Ｄ）としては、芳香族スルホン酸の金属塩、
パーフルオロアルカンスルホン酸の金属塩があげられ、好ましくは、４－メチル－Ｎ－（
４－メチルフェニル）スルフォニル－ベンゼンスルフォンアミドのカリウム塩、ジフェニ
ルスルホン－３－スルホン酸カリウム、ジフェニルスルホン－３－３’－ジスルホン酸カ
リウム、パラトルエンスルホン酸ナトリウム、パーフルオロブタンスルホン酸カリウム等
が使用できる。このうち、パラトルエンスルホン酸ナトリウムまたはパーフルオロブタン
スルホン酸カリウムが好適に使用される。
【００２１】
　有機金属塩化合物（Ｄ）の配合量は、ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００重量部あたり
０．００５～２重量部である。配合量が０．００５重量部未満では、難燃性が低下するの
で好ましくない。また、配合量が２重量部を超えると、機械的性質や難燃性が低下したり
、表面外観が悪化したりするので好ましくない。より好ましくは０．１～１重量部である
。
【００２２】
　本発明で使用される繊維形成型の含フッ素ポリマー（Ｅ）としては、ポリカーボネート
樹脂（Ａ）中で繊維構造（フィブリル状構造）を形成するものがよく、ポリテトラフルオ
ロエチレン、テトラフルオロエチレン系共重合体（例えば、テトラフルオロエチレン／ヘ
キサフルオロプロピレン共重合体、等）、米国特許第４３７９９１０号に示される様な部
分フッ素化ポリマー、フッ素化ジフェノールから製造されるポリカーボネート等が挙げら
れる。とりわけ、分子量１００００００以上で二次粒子径１００μｍ以上のフィブリル形
成能を有するポリテトラフルオロエチレンが好適に使用される。また、ポリテトラフルオ
ロエチレン粒子と有機系重合体とからなるポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体も繊
維形成型の含フッ素ポリマー（Ｅ）として好適に使用される。当該ポリテトラフルオロエ
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チレン含有混合粉体は、例えば、三菱レイヨン社製メタブレンＡ３８００として入手でき
る。
【００２３】
　繊維形成型の含フッ素ポリマー（Ｅ）の配合量は、ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００
重量部あたり、０．０１～２重量部である。配合量が０．０１重量部未満では滴下防止効
果に劣り、難燃性が低下するので好ましくない。また、配合量が２重量部を超えると表面
外観やが悪化するので好ましくない。好ましくは０．１～１．５重量部、より好ましくは
０．６～１．０重量部である。
【００２４】
　さらに、本発明の効果を損なわない範囲で、各種の熱安定剤、酸化防止剤、着色剤、蛍
光増白剤、離型剤、軟化剤、帯電防止剤等の添加剤、無機充填材、衝撃性改良材、他の樹
脂を配合してもよい。
【００２５】
　本発明のポリカーボネート樹脂組成物中の各種配合成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ
）および（Ｅ）の混合方法には特に制限はなく、公知の混合機、例えばタンブラー、リボ
ンブレンダー等による混合や押出機による溶融混練が挙げられる。また、各種配合成分（
Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）および（Ｅ）の混合における順序、すなわち一括混合、特
定配合成分の分割混合の何れも採用できる。
【００２６】
　また、本発明のポリカーボネート樹脂組成物を成形する方法においても特に制限はなく
、公知の射出成形法、射出・圧縮成形法等を用いることができる。
【実施例】
【００２７】
　以下に、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に制限され
るものではない。なお、「部」は断りのない限り重量基準に基づく。
【００２８】
　原料として、以下のものを使用した。
（Ａ）ポリカーボネート樹脂
　    住友ダウ社製カリバー２００－２０
（Ｂ）酸化チタン
　    石原産業社製タイペークＰＦ－７４０
（Ｃ）シルセスキオキサン
　    日興リカ社製ＭＳＰ－Ｓ０２０
（Ｄ）有機金属塩化合物：
　    パラトルエンスルホン酸ナトリウム（和光純薬試薬）
（Ｅ）ポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体：
　    三菱レイヨン社製メタブレンＡ３８００（以下、「ＰＴＦＥ混合粉体」と略記。）
【００２９】
　前述の各種原料を表２に示す配合比率にて一括してタンブラーに投入し、１０分間乾式
混合した後、二軸押出機（神戸製鋼所製ＫＴＸ３７）を用いて、溶融温度２８０℃にて混
練し、ポリカーボネート樹脂組成物の各種ペレットを得た。
【００３０】
　得られたペレットから、射出成形機（日本製鋼所製Ｊ１００Ｅ－Ｃ５）を用いて各種試
験片を作成し、下記方法により各種データーを採取した。
【００３１】
（遮光性）
  長さ９０ｍｍ、幅４０ｍｍの３段プレート（厚み３、２、１ｍｍ）状試験片を作成し、
厚み１ｍｍの部分の透過照度を測定した。光源として、オリンパス社製キセノン光源（Ｉ
ＬＶ）を使用し、３００００ルクスの照度の光を試験片に照射した。透過照度の測定には
ミノルタ社製デジタル照度計Ｔ－１Ｈを使用した。
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  上記遮光性の評価において作成した試験片を用いて、その表面外観を目視にて観察した
。
【００３２】
（難燃性）
  下記のＵＬ９４Ｖ垂直燃焼試験法に準拠して燃焼性を評価した。該試験片を温度２３℃
湿度５０％の恒温室の中で４８時間放置し、アンダーライターズ・ラボラトリーズが定め
ているＵＬ９４試験（機器の部品用プラスチック材料の燃焼性試験）に準拠した難燃性の
評価を行った。ＵＬ９４Ｖとは、鉛直に保持した所定の大きさの試験片にバーナーの炎を
１０秒間接炎した後の残炎時間やドリップ性から難燃性を評価する方法であり、以下のク
ラスに分けられる。
【００３３】
【表１】

【００３４】
　表１に示す残炎時間とは、着火源を遠ざけた後の試験片が有炎燃焼を続ける時間の長さ
であり、ドリップによる綿の着火とは、試験片の下端から約３００ｍｍ下にある標識用の
綿が、試験片からの滴下（ドリップ）物によって着火されるかどうかによって決定される
。評価の基準は、１．６ｍｍ厚さの試験においてＶ－０以上を合格とした。
【００３５】

【表２】

【００３６】
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【表３】

【００３７】
　実施例１～４に示すように、本発明の要件を全て満足するものについては、難燃性、光
反射性、流動性等全ての性能において優れていた。一方、比較例１～４に示すように、本
発明の要件を満足しないものについては、それぞれ次の欠点を有していた。
【００３８】
　比較例１は、シルセスキオキサンの配合量が本発明の定める範囲より少ない例であり、
遮光性および難燃性が不十分であった。
　比較例２は、シルセスキオキサンの配合量が本発明の定める範囲より多い例であり、表
面外観が不十分であった。
　比較例３は、酸化チタンの配合量が本発明の定める範囲より少ない例であり、遮光性が
不十分であった。
　比較例４は、酸化チタンの配合量が本発明の定める範囲より多い例であり、表面外観お
よび難燃性が不十分であった。
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